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宜野湾市のボランティア活動推進のために、宜野湾市社会福祉協議会の中に設置されたセンターです。 

どんなことをしているの？ 

★ボランティアの登録・派遣の相談・マッチング 

「ボランティアをしたい人」と「ボランティアを依頼したい人」をつなぎます。 

★ボランティア団体の援助 

ボランティアの紹介、SNS を使った活動の広報、助成金やセミナーの情報提供など。 

★保険の加入 

 ボランティア活動の際の保険加入、相談を受け付けています。 

★助成事業 

 市内の様々な課題に取り組むボランティア団体を応援する助成金事業を行っています。 

★福祉教育の推進 

 「ふくしってなあに？」「車いす体験」「手話ってなあに？」など市内の学校に出張授業

をしています！夏休みには「はごろもチャレンジ隊」としてボランティア体験やボラン

ティア学習を企画しています。 

★その他、ボランティアに関する相談など 

 ボランティア活動に関する相談を受け付けています♪ 
 

イメージキャラクター サンダンくん 

ボランティアしてみ

たい人はまずは相

談にきてね！ 

R6はごろもチャレンジ隊 R6福祉教育「車いす体験」 

R7福祉教育「ふくしってなあに？」 R6ゴミ出しボランティアの様子 

R7年度ボランティア団体助成事業 
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宜野湾市民図書館を中心に活動をしている「よみきか

せくろうさぎ」さん。本を通して想像・創造し、参加者と

共に作る会として、小さな子どもから大人までだれでも

参加できる読み聞かせ会を開催しています。4/26 には

野嵩３区自治会の「がじゅまる食堂」で子ども達に読み聞

かせと工作をしました。 

 

課題解決型ボランティア団体助成事業と

は… 

赤い羽根共同募金を主な財源とした助成

事業です。市内の様々な課題解決に取り

組むボランティア団体を応援します！ 

令和 7 年度に助成を受けた団体の取り組

みをこれから紹介していきます♪ 

ボランティアセンターではボランティアの依頼と、ボランティアをしたい人を募集しています。 

 

新規ボランティア登録について 

ボランティア活動を希望される方はボランティ

ア登録が必要です。ご自身の得意なことやご希

望などをうかがって、ボランティアを紹介しま

す。その際は活動時のケガなどに対応する保険

も案内しますので、20分ほどお時間いただきま

す。 

ご来所の際は事前にご連絡ください。 

 

ボランティア依頼について 

～ボランティア依頼の一例～ 

・子どもの居場所の見守り 

・市内自治会のミニデイサービスボランティア 

・イベントのスタッフ    など… 

その他、事情を抱えた個人の依頼も受け付けて

います。まずはご相談ください。依頼内容をセ

ンターで協議した後、登録ボランティアLINEと

X でボランティアを呼びかけます。 
マッチング 

～すでにボランティア登録・保険加入をされているみなさまへ～ 

令和７年度も引き続きボランティア活動を希望される場合は、ボランティア保険の更新をすすめします。 

保険の補償期間は、ご加入日翌日からその年度の 3/31 までとなります。 

令和 7年度 課題解決型ボランティア団体助成事業


